
北広島市教育振興基本計画策定懇談会開催要綱 

 

平成 31年 3月 22日教育委員会決定 

 

(開催) 

第 1 条 本市の教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「教育振興基本計

画」という。)の策定に関し必要な検討を行うため、北広島市教育振興基本計画策定

懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。 

(検討事項) 

第 2条 懇談会は、教育振興基本計画に関する専門的な知見、実践的な見地等からの意

見を述べる。 

(構成) 

第 3条 懇談会は、15人以内の次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成す

る。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 学校教育の関係者 

(3) 社会教育の関係者 

(4) 公募に応募した者(市内に住所を有する者に限る。) 

(会長等) 

第 4条 懇談会に、会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、構成員の互選によりこれを定める。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

4 懇談会は、必要に応じて、ワーキンググループによる会議を開催することができる。 

5 第 1 項から第 3 項までの規定は、前項のワーキンググループについて準用する。こ

の場合において、第 1項から第 3項までの規定中「会長」とあるのは「座長」と、「副

会長」とあるのは「副座長」と読み替えるものとする。 

 (会議) 

第 5条 懇談会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。 

2 会長は、懇談会の会議の議長となる。 

3 懇談会は、必要があると認めるときは、懇談会に構成員以外の者の出席を求め、そ

の説明又は意見を聴くことができる。 

 (開催期間)  

第 6 条 懇談会は、平成 31 年 4 月 1 日から教育振興基本計画の策定が終了する日まで

開催する。 

(謝金等) 

第 7 条 懇談会に参加した構成員及び第 5 条第 3 項に規定する構成員以外の者に対し、

別に定めるところにより謝金及び旅費を支払う。 



(庶務) 

第 8条 懇談会の庶務は、小中一貫・教育施策推進課において処理する。 

(委任) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、教育長が別に定め

る。 

附 則 

 この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 

 

 


